
別表 

（注）補助金の算定にあたっては、いずれの場合においても千円未満の額は切り捨てるものとする。

対象経費 補助率及び補助金上限額 

補助事業者が、実施要領に基づき、次に掲げる機械・施設等の整備に要する

経費とする。 

１事業実施主体当たりの補助金上

限額は、１受益農業者当たり１，５

６０万円を上限として全ての受益農

業者分を合計した額、又は３，９０

０万円のいずれか低い額とし、ま

た、法人であって当該事業を実施す

るに当たり、新たに年間２００人日

以上の雇用を計画している場合は、

受益農業者数にかかわらず３，９０

０万円を上限とする。 

ただし、農業者が組織する団体及

び農業協同組合が事業実施主体とな

ってリースで農業者の整備を支援す

る場合に限り、当該事業実施主体の

補助金上限額は１，５６０万円を上

限として全ての受益農業者数を乗じ

た額以内とする。 

なお、事業実施主体のうち、それ

ぞれの中山間チャレンジ事業実施要

領（平成３０年６月４日付農企第３

１４号）に基づき選定されたチャレ

ンジ集落・産地内かつ、中山間地域

等直接支払交付金実施要領（平成１

２年４月１日付１２構改Ｂ第３８号

農林水産事務次官依命通知）の対象

地域内の対象農用地に要する施設・

機械等及び当該農地に由来する生産

物に要する施設・機械等について

は、政策目的の３に規定する補助率

によらず、対象経費の１／２以内と

する。 

政策目的 区 分 - 

１ 先進

的モデ

ル経営

体育成

対策 

(1)環境制御型耐候性ハウス（国庫事業で対象とならない場

合） 

(2)いちご高設栽培システム 

(3)果樹根域制限栽培システム 

対象経費の３／５以内 

２ 新た

な園芸

農業者

育成対

策 

(1)園芸用ハウス、共同育苗施設 

(2)省力化機械・装置 

(3)高品質化機械・装置 

(4)省石油型機械・装置 

(5)土づくり用、病害虫低減機械・装置 

(6)選別・調整、加工用機械・装置 

(7)長寿命化対策 

(8)園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、

資材 

対象経費の３／５以内 

３ 経営

力向上

志向経

営体育

成対策 

(1)園芸用ハウス、共同育苗施設 

(2)省力化機械・装置 

(3)高品質化機械・装置 

(4)省石油型機械・装置 

(5)土づくり用・病害虫低減機械・装置 

(6)選別・調整、荒茶加工用機械・装置 

(7)長寿命化対策 

(8)園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、

資材 

対象経費の１３／３０以内 


